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別紙  イ号物件目録 

 

 

以下の螺旋ハンガー用クランプ 

 

商品名  終端クランプ 

 記号 ＴＣＯＨ－１ 

 



- 57 - 

別紙  イ号物件説明書 

 

イ号物件は，次の写真及び構成のとおりである。 

 

１ 写真 

 

（１）写真１（上固定金具と下固定金具を対向配置させた状態の側面図） 
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（２）写真２（上固定金具と下固定金具を対向配置させた状態の正面図） 

 

 

（３）写真３（上固定金具と下固定金具を対向配置させた状態の平面図） 
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（４）写真４（上固定金具の平面図） 

 

 

 

（５）写真５（上固定金具の側面図） 
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（６）写真６（下固定金具の平面図） 

 

 

（７）写真７（下固定金具の側面図） 

 

 

 

（写真の説明） 

写真１は上固定金具と下固定金具を対向配置させた状態の側面図，写真２は，

その正面図，写真３は，その平面図であり，写真４は，上固定金具の平面図，写

真５は，その側面図，写真６は，下固定金具の平面図，写真７は，その側面図で

ある。 
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下溝部 
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２ 構成 

ａ 所定のケーブルを電柱間に吊支するために，前記電柱間に渡した吊線に巻

き付けて取付けた螺旋ハンガーの終端部を前記吊線に固定するための螺旋ハ

ンガー用クランプであって， 

ｂ 前記吊線と前記螺旋ハンガーとを交差させた状態で挟持する上固定金具及

び下固定金具と， 

ｃ これら上固定金具及び下固定金具の各一端同士を緊締するボルト及びナッ

トと，を備え， 

ｄ 前記上固定金具及び下固定金具の各一端側に前記ボルトを挿通させるボル

ト挿通孔を形成するとともに，一端同士を前記ボルトにより連結される閉塞

端とし， 

ｅ 前記上固定金具及び下固定金具の各他端を開放端とするとともに，他端同

士を係合する係合部が設けられており， 

ｆ 前記係合部は，前記上固定金具の他端をＴ字形に形成するとともに，前記

下固定金具側へ折り返して起立状に形成した係止部と， 

ｇ 前記下固定金具の他端に一側が開口するように形成した切欠部とからなる，

こと 

ｈ を特徴とする螺旋ハンガー用クランプ。 

 

以上 
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別紙  対比表 

本件発明の分説 原告主張イ号物件の構成 被告主張イ号物件の構成 

Ａ 所定のケーブルを電柱

間に吊支するために，前記電

柱間に渡した吊線に巻き付

けて取付けた螺旋ハンガー

の終端部を前記吊線に固定

するための螺旋ハンガー用

クランプであって， 

ａ 所定のケーブルを電柱

間に吊支するために，前記電

柱間に渡した吊線に巻き付

けて取付けた螺旋ハンガー

の終端部を前記吊線に固定

するための螺旋ハンガー用

クランプであって， 

ａ 所定のケーブルを電柱

間に吊支するために，前記

電柱間に渡した吊線に巻き

付けて取付けた螺旋ハンガ

ーの終端近傍の一部を前記

吊線に固定するための螺旋

ハンガー用クランプであっ

て， 

Ｂ 前記吊線と前記螺旋ハ

ンガーとを交差させた状態

で挟持する第１プレート及

び第２プレートと， 

ｂ 前記吊線と前記螺旋ハ

ンガーとを交差させた状態

で挟持する上固定金具及び

下固定金具と， 

ｂ 前記吊線と前記螺旋ハ

ンガーとを交差させた状態

で挟持する上固定金具及び

下固定金具と， 

Ｃ これら第１プレート及

び第２プレートの各一端同

士を緊締するボルト及びナ

ットと，を備え， 

ｃ これら上固定金具及び

下固定金具の各一端同士を

緊締するボルト及びナット

と，を備え， 

ｃ これら上固定金具及び

下固定金具の一端同士を緊

締するボルト及びナット

と，を備え， 

Ｄ 前記第１プレート及び

第２プレートの各一端側に

前記ボルトを挿通させるボ

ルト挿通孔を形成するとと

もに，一端同士を前記ボルト

により連結される閉塞端と

し， 

ｄ 前記上固定金具及び下

固定金具の各一端側に前記

ボルトを挿通させるボルト

挿通孔を形成するとともに，

一端同士を前記ボルトによ

り連結される閉塞端とし， 

 

ｄ 前記上固定金具及び下

固定金具の各一端近傍には

前記ボルトを挿通させるボ

ルト挿通孔が形成されてお

り，前記上固定金具及び下

固定金具が前記ボルト挿通

孔に挿通されたボルト及び
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ナットにより着脱可能な状

態で把持され，前記ボルト

を回動軸とし， 

Ｅ 前記第１プレート及び

第２プレートの各他端を開

放端とするとともに，他端同

士を係合する係合部が設け

られており， 

ｅ 前記上固定金具及び下

固定金具の各他端を開放端

とするとともに，他端同士を

係合する係合部が設けられ

ており， 

ｅ 前記上固定金具及び下

固定金具の各他端を回動自

由端とするとともに，前記

上固定金具及び下固定金具

の各他端近傍には前記他端

近傍同士を係合する係合部

が設けられており， 

Ｆ 前記係合部は，前記第１

プレートの他端を鉤形に形

成するとともに，前記第２プ

レート側へ折り返して起立

状に形成したフック部と， 

ｆ 前記係合部は，前記上固

定金具の他端をＴ字形に形

成するとともに，前記下固定

金具側へ折り返して起立状

に形成した係止部と， 

ｆ 前記係合部は，前記上

固定金具の他端近傍の両方

の側部に凹部を設けてＴ字

形に形成するとともに，下

方に折り返したＴ字形係止

部と， 

Ｇ 前記第２プレートの他

端に一側が開口するように

形成した切欠部とからなる，

こと 

ｇ 前記下固定金具の他端

に一側が開口するように形

成した切欠部とからなる，こ

と 

ｇ 前記下固定金具の他端

近傍の一方の側部に凹部を

設けて逆Ｃ字形とするとと

もに，その先端に前記下固

定金具の一端側へ略９０度

屈折させた屈折部分を形成

した逆Ｃ字形係止部とから

なる，こと 

Ｈ を特徴とする螺旋ハン

ガー用クランプ。 

ｈ を特徴とする螺旋ハン

ガー用クランプ。 

ｈ を特徴とする螺旋ハン

ガー用クランプ。 
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別紙  被告主張乙１１発明との対比表 

本件発明 特開２００２－１３５９５４号公報（乙１１）の記載 

構成要件Ａ：所定のケーブルを電柱間に

吊支するために，前記電柱間に渡した吊

線に巻き付けて取付けた螺旋ハンガー

の終端部を前記吊線に固定するための

螺旋ハンガー用クランプであって， 

「電柱間に架設された支持線及びケーブルが，連続的

に架設された螺旋状支持具の螺旋内径側に収納された

後，螺旋状支持具を支持線に固定するために使用され

る固定具」 

構成要件Ｂ：前記吊線と前記螺旋ハンガ

ーとを交差させた状態で挟持する第１

プレート及び第２プレートと， 

「前記固定具は，長板幅斜め方向に斜溝部を設けて螺

旋状支持具本体を納める第１板と，長板幅方向に直溝

部を設けて支持線を納める第２板とによって，支持線

及び螺旋状支持具本体を挟持可能」 

構成要件Ｃ：これら第１プレート及び第

２プレートの各一端同士を緊締するボ

ルト及びナットと，を備え， 

「前記第１板と第２板の一端部が固定孔を有して，固

定孔に挿通するボルト・ナットによって，支持線の挟

持時に締付固定可能」 

構成要件Ｄ：前記第１プレート及び第２

プレートの各一端側に前記ボルトを挿

通させるボルト挿通孔を形成するとと

もに，一端同士を前記ボルトにより連結

される閉塞端とし， 

構成要件Ｅ：前記第１プレート及び第２

プレートの各他端を開放端とするとと

もに，他端同士を係合する係合部が設け

られており， 

「他端部が両者の反対側部を立ち上げた立上部と，さ

らに直角状に折曲げ成形してストッパ部を連続して設

け，ボルト・ナットが緩んだ時に立上部とストッパ部

によって両板面間に取付空間を形成し，ボルト中心に

第１板及び第２板を互いにずらせて広げられ，また，

すぼめる際には，立上部にて制止させて重ね合わせで

きる構成であり，」 

構成要件Ｆ：前記係合部は，前記第１プ

レートの他端を鉤形に形成するととも

に，前記第２プレート側へ折り返して起

立状に形成したフック部と， 

 

「螺旋状支持具を支持線に固定する際には，前もって

第１板及び第２板の立上部及びストッパ部とで取付空

間を生じさせる状態で，支持線と螺旋状支持具本体と

を挟持できるようにボルト・ナットによって仮締付し，

ボルトを中心にして第１板と第２板とを互いにずらせ

て支持線の固定位置において位置決めされ，この位置

決め後にボルト・ナットを本締付することで固定する」 

 乙１２に，内向きの勾配を有する挿入片部（９）を，

切り溝（８）に挿入して連結する構成の固定具が記載

されている。乙１３にも同様の構成の固定具が記載さ

れている。乙１４及び乙１５には，突起と切欠によっ

てずれを防止する構成の固定具が記載されている。 

構成要件Ｇ：前記第２プレートの他端に

一側が開口するように形成した切欠部

とからなる，こと 

 

構成要件Ｈ：を特徴とする螺旋ハンガー

用クランプ。 

「螺旋状支持具を支持線に固定するために使用される

固定具」 

<結論＞ 

 本件発明は，乙１１に記載された発明に基づき，少なくとも，乙１１ないし乙１５に記載され

た発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。 
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別紙 本件明細書図面 

 

【図１】 

 

【図２】 

 

【図６】 
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【図７】 
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【図８】 

 

 


